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第 1章 総 則 
 

 (名称) 

第 1条 本法人は、特定非営利活動法人しみん基金・こうべと称する。 
 

 (事務所) 

第 2条 本法人は、事務所を兵庫県神戸市中央区旭通１丁目１番１－２０３号に 

   置く。 
 

 （目的） 

第 3条 本法人は、神戸市を中心とする地域の個人及び市民団体（特定非営利活 

   動法人を含む）による公益を目的とした活動に対する助成事業及び個人・ 

   企業に対する社会貢献活動の啓蒙を行うことによって市民団体等の活動 

   を促進し、21世紀の市民社会にふさわしい魅力と活力のある地域の創造 

   に寄与することを目的とする。 
 

 (活動の種類) 

第 4条 本法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第 2条別 

    表第 12号所定の活動を行うものとする。 
 

 (活動に係る事業の種類) 

第 5条 本法人は、前条の活動に係る事業として次の特定非営利活動に係る事業 

   を行うことができる。 

  (1)個人または市民団体による公益を目的とした活動に対する助成 

  (2)社会貢献活動の啓蒙及び促進 

  (3)前 2号のための募金 

  (4)前 3号に関する講演会・講座・イベント等の企画及び運営 

  (5)前 4号に関する調査研究 

  (6)その他目的を達成するために必要な事業 
 

第 2章 会 員 
  (種別) 

第 6条 本法人の会員は次の 2種類とする。 

  (1)正会員 

    本法人の目的に賛同して入会した個人または団体 

  (2)賛助会員 

    本法人の事業を賛助する目的で入会した個人または団体 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (入会) 

第ﾌ条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入 

    会申込書を理事長に提出しなければならない。 

  ２．会員は、理事会の承認及び年会費の納入をもって会員資格を取得する 

    ものとする。 

  ３．理事会は、第１項の入会申込者が本法人の目的に賛同し、第５条に定 

      める事業及び活動に協力できると認めるときは、正当な理由がない限り 

       入会を承認しなければならない。 
 

 (会費) 

第 8条 正会員及び賛助会員は理事会の定めるところにより会費を納入しなけ 

     ればならない。 

  ２．会員が納入した会費その他の払出金は、理由の如何を問わずこれを返 

    還しないものとする。 
 

 (退会) 

第 9条 会員は、退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。 

  ２．会員が以下の各号の一に該当する場合には退会したものとみなす。 

   (1)会員が死亡したとき、団体にあっては解散したとき 

   (2)会員が正当な理由なく会費を納入せず、相当の期間を定めた催告にも 

     応じない場合において理事会において退会とみなす旨の議決があった 

      とき 

   (3)正会員に対し１年以上連絡が取れないとき 
 

 (除名) 

第 10条 会員が以下の各号の一に該当する場合には、事前に当該会員に弁明の 

     機会を付与した上で、総会における 3分の 2以上の議決に基づき除名する 

    ことができる。 

   (1)本定款または規則に違反したとき 

   (2)本法人の名誉を著しく傷付け、または本法人に対する背信行為もしく 

      は目的違反行為があったとき 
 

 (会員) 

第 11条 正会員は特定非営利活動促進法における社員とする。 

  ２．賛助会員は、評議員会を通じ、本法人の運営に対し意見を述べること 

    ができる。 

  ３．賛助会員に関し必要な事項は理事長が理事会の議決を得て別に定める 

    ものとする。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章 役 員 
 

 (役員の種別・定数) 

第 12条 本法人に以下の各号に定める役員を置く。 

   (1)理 事  9名以上１７名以内 

   (2)監 事  2名以上 5名以内 
 

 (選任) 

第 13条 理事及び監事は、原則として総会において正会員(団体にあっては、 

    その代表者もしくはその構成員であって代表者から指名されかつ権限を 

     与えられた者)の中から選任する。但し、監事を２名を超えて選任する 

      場合には、監事のうち少なくとも 1名は外部の者から選任しなければな 

らない。 

  ２．理事と監事との兼任及び監事とこの法人の職員との兼任はこれを禁止 

      する。 

  ３．理事の中からその互選によって以下の各号に定める役職者を選任する 

    ものとする。 

   (1)理事長  １名 

   (2)副理事長 ２名 

   (3)専務理事 １名 

   (4)常務理事 １名 

  ４．役員のうちには、各々の役員についてその配偶者もしくは三親等以内 

    の親族が 1名を超えて合まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親 

    等以内の親族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはな 

    らない。 

  ５．理事または監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、 

    遅滞なくこれを補充しなければならない。 
 

 (理事の職務) 

第 14条 理事長は、本法人を代表し、全業務を統括する。 

  ２．副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長 

    が欠けたときは、その職務を代行する。 

  ３．専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本法人の常務を統括する。 

  ４．常務理事は、理事会の決議に基づき、本法人の常務を分担して処理す 

    る。 

  ５．理事は、理事会を構成し、法令・定数及び総会の議決に基づき本法人 

    の業務の執行を決定する。 

  ６．副理事長、専務理事、常務理事はこれを兼務することを妨げない。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (監事の職務) 

第 15条 監事は以下の各号に定める職務を行う。 

   (1)理事の業務執行の状況を監査すること 

   (2)本法人の財産の状況を監査すること 

   (3)前２号の規定による監査の結果、本法人の業務または財産に関し不 

     正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを 

     発見した場合には、総会または所轄庁に報告すること 

   (4)第１号ないし第３号の職務に関し、理事に対し個別に意見を述べ、 

     必要により理事会に出席し、発言すること 

   (5)定時総会において監査の結果を報告すること 

   ２．監事は、前項第１号ないし第５号の職務を行うため必要がある場合 

     には、自ら総会または理事会を招集することができる。 
 

 (任期) 

第 16条 役員の任期は 2年とする。但し、再任を妨げない。 

  ２．補欠または増員によって選任された役員の任期は、前任者または現任 

     者の残任期間とする。 

  ３．役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは 

      従前の職務を行わなければならない。 
 

 (解任) 

第 17条 役員が以下の各号の一に該当する場合には、その役員に弁明の機会を 

     付与した上で、総会における 3分の 2以上の議決に基づき、解任すること 

      ができる。 

    (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき 

    (2)職務上の懈怠、義務違反の事実があると認められるとき 

    (3)その他役員として相応しくない行為があると認められるとき 
 

（報酬） 

第 18条 役員は原則として無報酬とする。 

２. 役員のうち外部より選任された役員または常勤の役員については、理 

事会の議決により報酬を支払うことができるものとする。但し、報酬を 

受ける役員の数は役員総数の３分の１以下でなければならない。 

 ３．役員にはその職務の執行に必要な費用を弁償することができるものと 

   する。 
 

第 4章 総 会 
 

 (総会の構成) 

第 19条 総会は本法人の最高決定機関であって、正会員全員で構成する。 

 ２．総会は、定時総会と臨時総会とする。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (議決事項) 

第 20条 総会は本定款中の別の条項に定めるものの外、本法人の運営に関し以 

     下の各号に定める事項を議決する。 

    (1)事業計画及び活動予算の決定並びにその変更 

    (2)事業報告及び活動決算の承認 

    (3)その他本法人の運営に関する重要事項として理事会が認めた事項 
 

（開催） 

第 21条 定時総会は毎年１回開催する。 

２．臨時総会は以下の各号に掲げる場合に開催するものとする。 

(1)理事会が必要と認めたとき 

(2)正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招 

     集の請求があったとき 

(3)監事から招集があったとき 
 

 (招集) 

第 22条 総会は、監事が招集する場合を除き、理事長が招集するものとする。 

 ２．理事長は、前条第 2項第１号または第 2号の規定による請求があった場 

   合には、請求を受けた日から 2週間以内に臨時総会を招集し、請求を受け 

   た日から 30日以内に臨時総会を開催しなければならない。理事長が期間 

   内に招集しなかった場合には、請求者は自ら臨時総会を招集することが 

できる。この場合、請求者は正会員名簿謄本の交付を求めることができる。 

 ３．総会を招集する場合には、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記 

   載した書面をもって開催日の７日前までに正会員に対し通知をしなければ 

   ならない。 
 

 (議長) 

第 23条 総会の議長は、理事長が務める。但し、理事長が議案について個人的 

    利害関係を有する場合は、副理事長または専務理事が代行して務め、ま 

      たは総会において出席した正会員の中から選出するものとする。 
 

 (定足数) 

第 24条 総会は、正会員総数の２分の 1以上の出席がなければ成立しないものと 

    する。 
 

 (議決) 

第 25条 総会における議決事項は、第 22条第３項の規定によって予め通知され 

    た事項とする。 

 ２．総会の議事は、本定款に別に定める場合を除者、出席した正会員の過 

半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、 

その場合、議長は会員として議決権を行使できないものとする。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (議決権の行使) 

第 26条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、他の正 

     会員を代理人として議決を委任することができる。 

 ２．各正会員の議決権は平等とする。 

 ３．代理人による議決を希望する正会員は、総会の開催日までに理事長に 

   対し、代理人名を記載し、委任者の署名押印のある委任状を提出しなけ 

   ればならない。但し、委任状において代理人名の記載がないものは、議 

   長に対し委任したものとみなし、なお有効な委任状として取り扱うもの 

   とする。 

 ４．総会に出席できない正会員は予め通知された事項について書面をもっ 

   て議決権を行使することができる。 

 ５．第１項または第４項の規定により議決権を行使する正会員は、第 24条 

   及び第 25条の規定の適用にあたっては出席したものとみなす。 

 ６．議決すべき事項について特別の利害関係を有する正会員は、当該事項 

   について議決権を行使することができない。 
 

 (議事録) 

第 27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。 

 ２．議事録には、議長及び総会に出席した会員の中から議長が指名する議 

   事録署名人２名が署名押印しなければならない。 

 
 

 第 5章 理事会 
 

 (理事会の構成) 

第 28条 理事会は、理事全員をもって構成する。 
 

 (議決事項) 

第 29条 理事会は、本定款に定めるものの外、以下の各号に定める事項を議決 

    する。 

     (1)総会が議決した事項の執行に関する事項 

     (2)総会に付議すべき事項 

     (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
 

（開催・招集） 

第 30条 理事会は通常理事会と臨時理事会を設ける。 

２. 通常理事会は、理事長が必要に応じて招集し、開催する。 

 ３．臨時理事会は、以下の各号に掲げる場合に開催する。 

    (1)理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書 

       面をもって招集の請求があったとき 

    (2)監事から招集の請求があったとき 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 ４．理事長は、第３項第１号または第２号の請求があった場合には、請求 

     があった日から７日以内に臨時理事会を招集しなければならない。理事長 

     がその期間内に臨時理事会を招集しなかった場合には、請求者は自ら臨 

時理事会を招集することができる。 

 ５．理事会を招集する場合には、少なくとも開催日の 5日前までに書面にて 

   理事全員に対し通知することを要する。但し、理事全員の事前同意があ 

   る場合または全員が出席した場合はこの限りでない。 
 

 (定足数) 

第 31条 理事会は、理事総数の 3分の 1以上の出席がなければ成立しないものと 

    する。 
 

 (議事) 

第 32条 理事会の議長は、理事長または理事長の指名する理事が務めるものと 

     する。但し、第 30条第４項の規定による招集の場合には、出席理事の互 

    選により議長を選任するものとする。 

 ２．理事会の議事は、特別の定めがない限り、出席した理事の過半数を 

   もって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 

 ３．議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、当該事項 

   について議決権を行使することができない。 
 

 (議事録) 

第 33条 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びそ 

     の他の理事２名が署名押印しなければならない。 
 

第 6章 評議員及び評議員会 
 

 (評議員) 

第 34条 本法人に、評議員を置くことができる。 

 ２．評議員の定数は、15名以上 21名以内とする。 

 ３．評議員は、理事長が理事会の同意を得て、会員外の者または賛助会員 

   の中から選出し、委嘱する。但し、3分の 2以上は賛助会員の中から選出 

   しなければならない。 
 

 (任期) 

第 35条 評議員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 

２．第 16条第２項及び第 3項並びに第 17条の規定は評議員に準用する。 

   この場合、「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (報酬) 

第 36条 評議員には報酬を支払わないものとする。 
 

 (評議員会の構成) 

第 37条 評議員を置いた場合には、本法人に評議員会を置く。 

 ２．評議員会は、評議員全員をもって構成する。 
 

 (評議員会の招集・定足数・議事) 

第 38条 評議員会は、理事長が招集する。 

 ２．評議員会は、評議員総数の 3分の 1が出席しなければ成立しないものと 

   する。 

 ３．評議員会の議長は出席評議員の互選による。 

 ４．評議員会の議決は、特別の定めがない限り、出席評議員の過半数をも 

   って決する。 
 

 (評議員会の権能) 

第 39条 評議員会は、本定款に定めるものの外、本法人の事業運営に関する重 

    要事項について理事長の諮問について審議し、または意見を述べること 

      ができる。 

 ２．理事会は、以下の各号に掲げる事項については、あらかじめ評議員会 

    の同意を得なければならない。 

    (1)法人の基本財産の処分に関する事項 

    (2)賛助会員に関する新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項 

    (3)その他本法人の業務に関する重要事項で、理事会において評議員会 

      の同意が必要であると認められた事項 

 ３．理事会は、以下の各号に掲げる事項については、評議員会に報告しな 

   ければならない。 

    (1)事業計画及び収支予算に関する事項 

    (2)事業報告及び収支決算に関する事項 

    (3)その他本法人の業務に関する重要事項で、理事会において評議員会 

      に報告すべきとされた事項 
 

第ﾌ章 審査員及び審査会 
 

 (審査員) 

第 40条 本法人に、審査員を置く。 

 ２．審査員の定数は、5名以上 20名以内とする。 

 ３．審査員は、理事長が理事会の同意を得て理事以外より選出し委嘱する。 

４．審査員長は理事長が理事会の同意を得て審査員より選出し委嘱する。 

５．審査員長は必要に応じて部会をつくることができる。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （任期） 

第 41条 審査員の任期は 1年とする。但し、再任を妨げない。 

 ２．第 16条第 2項及び第 3項並びに第 17条の規定は審査員に準用する。 

   この場合、「役員」とあるのは、「審査員」と読み替えるものとする。 
 

 (報酬) 

第 42条 審査員には報酬を支払うことができる。 
 

 (審査会の構成) 

第 43条 本法人に審査会を置く。 

 ２．審査会は、審査員をもって構成する。 
 

 (審査会の招集・定足数・議事) 

第 44条 審査会は、審査員長が主催する。 

 ２．審査会は、審査員総数の 2分の Iが出席しなければ成立しないものとする。 

 ３．審査会の議長は出席審査員の互選による。        

 ４．審査会の議決は、特別の定めがない限り、出席審査員の過半数をもって決 

する。                       
 

 (審査会の権能) 

第 45条 理事会は、第 5条第 1号の助成事業を行う場合は審査会に諮らなけ 

    ればならない。 

 ２．審査会は、公開にて助成の審査を行うのを原則とする。ただし、プラ 

   イバシーに関わること等審査員長が公開が相当でないと判断した場合は 

   その全部または一部を非公開とすることができる。 

 ３．審査員長は助成の審査について、審査員会の意見を付し理事会に報告 

   する。 
 

第 8章 顧 問 
 

 (顧問) 

第 46条 本法人に 5名以内の顧問を置くことができる。 

 ２．顧問は、会員以外の学識経験者または各界の有識者もしくは会員以外 

   で本法人に特に功労のあった者のうちから理事会の推薦により理事長が 

   委嘱する。 

３．顧問は、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に 

対して意見を述べることができる。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9章 資産及び会計 
 

 (資産の構成) 

第 47条 本法人の資産は以下の各号に掲げるものをもって構成する。 

  (1)本法人の財産目録に記載された財産 

  (2)会費 

  (3)寄付金等 

  (4)事業に伴う収入 

  (5)財産から生ずる収入 

  (6)その他の収入 

 

 (資産の種別) 

第 48条 本法人の資産は基本財産及び運用財産とする。 

  ２．基本財産は、以下の各号に掲げる財産をもって構成する。 

     (1)設立に際して基本財産として寄付された財産 

     (2)設立後、基本財産として寄付された財産 

     (3)設立後、理事会の議決により基本財産に繰り入れられた資産 

  ３．運用財産は基本財産以外の財産とする。 
 

 (運用財産としての寄付) 

第 49条 本法人が、運用財産として受け入れる寄付は以下の各号に掲げる３種 

    類とする。 

     (1)一般寄付 使途について本法人に一任されて寄付されたもの 

     (2)指定寄付 金 100万円以上の寄付であって、助成先の分野を指定 

            して寄付されたもの 

     (3)冠基金  金 1000万円以上の寄付であって、自己の名称や目的等 

            を附して寄付されたもの 
 

 (資産の管理) 

第 50条 本法人の資産は、理事長がこれを管理し、その管理の方法は理事会の 

    議決に基づくものとする。但し、指定寄付及び冠基金については、寄付 

      者の指定に従わなければならない。 
 

 （基本財産の処分） 

第 51条 基本財産は、原則としてこれを処分し、または担保の用に供しないも 

    のとする。但し、本法人の目的達成上特に必要があると認められる場合 

    において（評議員会がある場合にはその同意を得た上で）、理事会にお 

いて理事現在数の 3分の 2以上の議決を得た場合にはこの限りでない。 
     

 (経費及び助成金の支弁) 

第 52条 本法人の助成金及び経費は、運用財産をもって支弁するものとする。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (事業年度) 

第 53条 本法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 
 

 (事業計画及び活動予算) 

第 54条 本法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経 

    て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行するもの 

    とし、それによる収入支出は成立した予算の収入支出とすることができ 

る。 

 ２．予算の作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、 

   規定予算の追加または更正をすることができる。 
 

 (事業報告及び活動決算) 

第 55条 本法人の事業報告及び活動決算は、事業年度終了後３ケ月以内に、理 

    事長が作成した事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書とと 

      もに監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。 

 ２．本法人の会計に関しては一般会計の外、必要に応じて特別会計を設け 

   ることができる。 
 

 (収益事業) 

第 56条 本法人は、その目的達成のために、物品の販売、出版の収益事業を行 

    うことができる。但し、収益事業は、第５条各号に掲げる事業に支障が 

    ない限り行うものとし、その収益は同条同号に掲げる事業に充てるもの 

とする。 

 ２．収益事業に関する会計は特別会計により行うものとする。 
 

第 10章 定款の変更・解散等 
 

 (定款の変更) 

第 57条 本定款は、総会において正会員総数の２分の１以上が出席し、その出 

    席者の３分の２以上の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第 25条第３ 

      項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければ変更するこ 

      とができない。 
 

 (解散) 

第 58条 本法人は、特定非営利活動促進法第 31条第１項第３号ないし第７号の 

        規定による外、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経て解 

      数する。なお、特定非営利活動促進法第３１条第１項第３号の規定によ 

って解散するときは、兵庫県知事の認定を得なければならない。 
 

 (合併) 

第 59条 本法人は、総会における正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ 

    所轄庁の認証により他の特定非営利活動法人と合併することができる。 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              第 11章 事務局 

 

 (事務局の設置) 

第 60条 本法人の事務を処理するため事務局を設置する。 

 ２．事務局には事務局長その他の職員を置くことができる。 

 ３．理事は事務局長または職員と兼職することができる。 

 ４．事務局は専務理事が統括するものとし、事務局の組織・運営に関し必 

   要な事項は理事会において定めるものとする。 
 
 (備え置くべき書類) 

第 61条 事務局は、事務所において、定款及びその認証、認定並びに登記に関 

   する書類の写しを備え置かなければならない。 

 ２．事務局は、毎年度初めの３ケ月以内に、前年度における以下の各号に 

    定める書類を作成し、当該書類を作成した日から起算して 5年が経過した 

日を含む事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。 

    (1)事業報告書、貸借対照表、財産目録、活動計算書 

    (2)役員名簿 

    (3)前号の役員名簿に記載された者のうち、事業年度において報酬を受 

       けたことのある者全員の氏名を記載した書面 

    (4)事業年度において会員であった 10人以上の者の氏名(法人にあって 

       は、名称及び代表者名)及び住所を記載した書面 

        (5)寄付者名簿 

(6)役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

(7)法第 54条 2項第３～４号の書類 

(8)助成の実績を記載した書類 
 

 (閲覧) 

第 62条 会員及び正当な利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があっ 

    たときは、これを拒絶する正当な理由がない限り、これに応じなければ 

     ならない。 
 

第 12章 雑 則 
 

 (公告) 

第 63条 本法人の公告は官報においてこれを行う。 

   ただし、法第 28 条の２第 1 項に規定する貸借対照表の公告について 

は、この法人のホームページに掲載して行う。 
 

 (委任) 

第 64条 本定款に定めるものの外、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議 

    決を経て理事長がこれを定める。 
 

               附    則 

１．本定款は、本法人成立の日から施行する。 

 

２．本法人の設立当初の役員は、本定款の規定にかかわらず以下のとおりとし、 

その任期は成立の日から平成 12年５月 31日までとする。 
 



      

         理事  黒 田  裕 子 

        同   瀬戸口  仁三郎 

        同   村 井  雅 清 

        同   野 崎  隆 一 

        同   大 賀  重太郎 

        同   金   宣  吉 

        同   草 地  賢 一 

        同   村 上  和 子 

        同   飛 田  雄 一 

        同   石 田  易 司 

        同   渥 美  公 秀 

        同   井 上  倫 代 

        同   高 山  俊 博 

        同   尾 藤  淳 司 

        監事  森 田  拓 也 

        同   戎    正 晴 

 

 

     （改正平成 12 年２月 23 日） 

      （改正平成 12 年５月 31 日） 

      （改正平成 26 年５月 26 日） 

      （改正平成 30 年５月 28 日） 

 

       

       

３．本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、本定款の規定にかかわらず 

設立総会の定めるところによる。 

４．本法人の設立初年度の事業年度は、本定款の規定にかかわらず成立の日か 

ら平成 12年 3 月 31 日までとする。 

５、本法人の設立当初の年会費は、第８条の規定にかかわらず、以下のとおり 

とする。 
 

   正会員  個人 （金１万円 年額） 

        団体 （金３万円 年額） 

     賛助会員 個人 （金３千円 年額） 

        団体 （金１万円 年額） 





  

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ 

賃金規程 
 

 

第１条 （目的） 

この規程は、特定非営利活動法人しみん基金・こうべの（以下、法人という）従業員の

賃金に関する事項を定める。 

 

第２条 （締切日および支払日） 

賃金は、前月 16日より当月 15日までの期間について計算し、当月 25日に支払う。ただ

し、支払日が休日に当たるときは、その前日に支給する。 

 

第３条 （非常時払） 

次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、既往の勤務に対する賃金を

支給する。 

(１) 本人が死亡したとき 

(２) 本人が退職し、または解雇されたとき 

(３) その他、法人がやむを得ないと認めたとき 

 

第４条 （賃金の支払） 

賃金は、本人の指定する金融機関の口座へ振込むものとする。 

 

第５条 （賃金控除） 

次の各号に定められたものは、前条の規定にかかわらず賃金より控除する。 

(１) 源泉所得税 

(２) 健康保険料 

(４) 厚生年金保険料 

(５) 介護保険料 

(６) 雇用保険料 

(７) 従業員との書面契約によるもの 

 

第６条   （賃金の計算方法） 

      賃金は、１時間あたり\1,000 として、当月の勤務時間数（所定時間外勤務時間も含む）

にて計算し、その支払い金額を決める。但し、雇用契約にて必要に応じて別途定めること

ができる。 

 

 

 

付則   この規程は、2016 年 6月 1日より施行する。 



認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ 

役員報酬規程 

 

第１条（目的） 

   この規定は、特定非営利活動法人しみん基金・こうべ定款第３章第１８条に基づき、

役員報酬に関する事項を定める。 

 

第２条（報酬） 

   役員は原則として無報酬とする。 

 

２. 役員のうち外部より選任された役員または常勤の役員については、理事会の議決に

より報酬を支払うことができるものとする。但し、報酬を受ける役員の数は役員総

数の３分の１以下でなければならない。 

  （１）報酬の額は月額とし、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

  （２）役員に就任した月から報酬を支払うことができる。 

  （３）役員が退任または死亡した場合は、その月分の報酬を支払うことができる。 

  

 ３．役員にはその職務の執行に必要な費用を弁償することができるものとする。 

 

第３条（支払日） 

   役員の報酬の支払い日は、毎月２５日とする。 

 

第４条（支払方法） 

   役員の報酬は、その金額を通貨で直接役員に支払うものとする。 

ただし、法令に基づき、役員の報酬から控除すべきものがある場合には、その役員

に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。 

 

 

附則 この規程は 2016年 6月 1日から施行する。 




